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平成３１年第１回（３月）岬町議会定例会第２日会議録 

 

○平成３１年３月５日（火）午前１０時００分開議 

 

○場 所   岬町議会議場 

 

○出席議員 次のとおり９名であります。 

  １番 坂 原 正 勝   ２番 辻 下 正 純   ３番 和 田 勝 弘 

  ５番 道 工 晴 久   ６番 松 尾   匡   ９番 奥 野   学 

  10番 出 口   実   11番 竹 原 伸 晃   12番 小 川 日出夫 

 

  欠席議員 ２ 名 

  欠  員 １ 名 

  傍  聴 ０ 名 

 

○地方自治法第１２１条の規定により本会に出席を求めた者は次のとおりであります。 

町 長 田 代   堯 
まちづくり戦略室 

危 機 管 理 監 
竹 下 雅 樹 

副 町 長 中 口 守 可 教 育 次 長 澤   憲 一 

副 町 長 松 田 康 博 水道事業理事 鵜久森   敦 

教 育 長 笠 間 光 弘 会 計 管 理 者 福 井 智 淑 

まちづくり戦略室長 

兼町長公室長 

兼政策推進担当課長 

川 端 慎 也 総 務 部 理 事 栗 山 茂 雄 

総 務 部 長 西   啓 介 しあわせ創造部総括理事 波戸元 雅 一 

財政改革部長 

兼 財 政 課 長 
相 馬 進 祐 都市整備部総括理事 早 野 清 隆 

しあわせ創造部長 松 井 清 幸 
総 務 部 理 事 

兼企画地方創政課長 
寺 田 武 司 

都市整備部長 家 永   淳 

財政改革部理事 

兼行革推進課長 

兼 税 務 課 長 

阪 本   隆 
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○本会の書記は次のとおりであります。 

議会事務局長 鈴 木 真 澄 議会事務局係員 池 田 雄 哉 

 

○会  期 

   平成３１年３月１日から３月２６日（２６日） 

 

○会議録署名議員 

 １０番 出 口   実 １１番 竹 原 伸 晃 

 

議事日程 

日程第 １  諸般の報告 

日程第 ２ 議案第 １号 専決処分の承認について（平成３０年度岬町一般会計補正 

予算（第７次）） 

日程第 ３ 議案第 ２号 平成３０年度岬町一般会計補正予算（第８次）について 

日程第 ４ 議案第 ３号 平成３０年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第３次）

について 

日程第 ５ 議案第 ４号 平成３０年度岬町介護保険特別会計補正予算（第３次）に 

ついて 

日程第 ６ 議案第 ５号 平成３０年度岬町水道事業会計補正予算（第２次）について 

日程第 ７ 議案第 ６号 平成３１年度岬町一般会計予算について 

日程第 ８ 議案第 ７号 平成３１年度岬町国民健康保険特別会計予算について 

日程第 ９ 議案第 ８号 平成３１年度岬町後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第１０ 議案第 ９号 平成３１年度岬町下水道事業特別会計予算について 

日程第１１ 議案第１０号 平成３１年度岬町漁業集落排水事業特別会計予算について 

日程第１２ 議案第１１号 平成３１年度岬町介護保険特別会計予算について 

日程第１３ 議案第１２号 平成３１年度岬町淡輪財産特別会計予算について 

日程第１４ 議案第１３号 平成３１年度岬町深日財産区特別会計予算について 
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日程第１５ 議案第１４号 平成３１年度岬町多奈川財産区特別会計予算について 

日程第１６ 議案第１５号 工事委託契約の締結について（南海本線と町道海岸連絡線 

との立体交差に関する橋梁上部工架設工事） 

日程第１７ 議案第１６号 工工事請負契約の変更について（平成３０年度町道海岸連絡線 

道路整備工事（その１）） 

日程第１８ 議案第１７号 工工事請負契約の変更について（平成３０年度町道海岸連絡線 

道路整備工事（その２）） 

日程第１９ 議案第１８号 工事請負契約の変更について（平成３０年度町道海岸連絡線

道路整備工事（その３）） 

日程第２０ 議案第１９号 岬町水道事業の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の 

制定について 

日程第２１ 議案第２０号 岬町総合計画条例の制定について 

日程第２２ 議案第２１号 岬町庁舎整備検討委員会条例の制定について 

日程第２３ 議案第２２号 岬町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例の制定に 

ついて 

日程第２４ 議案第２３号 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に

ついて 

日程第２５ 議案第２４号 岬町子ども医療費の助成に関する条例の一部改正について 

日程第２６ 議案第２５号 岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に

ついて 

日程第２７ 議案第２６号 岬町介護保険条例の一部改正について 

日程第２８ 報告第 １号 専決処分の報告について（損害賠償額の決定） 
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○道工晴久議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから平成３１年第１回岬町議会定例会２日目を開会いたします。 

  ただいまの時刻は午前１０時００分です。 

  本日の出席議員は９名でございます。欠席議員は２名でございます。欠員１名です。出席

者数が定足数に達しておりますので、本定例会は成立をいたしました。 

  本定例会には、町長以下の関係職員の出席を求めております。 

  これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第１、諸般の報告を行います。 

  ３月４日大阪府町村議長会定期総会におきまして、奥野 学君、出口 実君が、全国町村

議会議長会から自治功労者表彰を受けましたので、ただいまから伝達式を行います。 

  奥野 学君、出口 実君は演台前にお越しください。 

（表彰状授与） 

○道工晴久議長 表彰状 大阪府岬町 奥野 学殿。 

  あなたは町村議会議員として多年にわたり地域の振興発展に寄与されました。その功績は

まことに顕著であります。 

  よって、ここにこれを表彰します。 

  平成３１年２月６日 

  全国町村議会議長会会長 櫻井正人 

  おめでとうございます。 

（拍手） 

○道工晴久議長 表彰状 大阪府岬町 出口 実殿。 

  あなたは町村議会議員として多年にわたり地域の振興発展に寄与されました。その功績は

まことに顕著であります。 

  よって、ここにこれを表彰します。 

  平成３１年２月６日 

  全国町村議会議長会会長 櫻井正人 

  おめでとうございます。 

（拍手） 

○道工晴久議長 続きまして、町長からの感謝状の贈呈がございます。 
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  田代町長は、演台前にお越しください。 

○田代町長 感謝状 岬町議会議員 奥野 学殿。 

  あなたは多年にわたり、岬町議会議員として地方自治の振興発展に寄与・貢献されました。

その功績はまことに顕著で、ここに感謝の意を表します。 

  平成３１年３月５日 

  大阪府泉南郡岬町長 田代 堯 

  おめでとうございます。 

（拍手） 

○田代町長 感謝状 岬町議会議員 出口 実殿。 

  あなたは多年にわたり、岬町議会議員として地方自治の振興発展に寄与・貢献されました。

その功績はまことに顕著で、ここに感謝の意を表します。 

  平成３１年３月５日 

  大阪府泉南郡岬町長 田代 堯 

  おめでとうございます。 

（拍手） 

○道工晴久議長 ただいま、感謝状の贈呈が終わりました。 

  表彰状並びに感謝状を受けられましたお二人より謝辞を申し述べたいとのことでございま

すので、これを許可いたします。 

  まず、奥野 学君から許可いたします。 

○奥野 学議員 どうも皆さん、おはようございます。 

  先ほど道工議長並びに田代町長より立派な表彰状をいただきまして、まことにありがとう

ございます。大変身が締まる思い、改めて身の締まる思いでございます。 

  初めて立候補させていただきましたのは４６歳でございました。それから、早１６年、４

期務めさせていただくことになりますけれども、あっという間の１６年間であったように思

います。 

  ３人の町長さんといろいろ議論を交わさせていただきました。いろんなこともございまし

たけれども、この４月、我々また改選になりますけれども、住民の皆さんから改めて信託を

いただけましたら、なお一層頑張らせていただきたいと思います。 

  本日はまことにありがとうございました。 

（拍手） 
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○道工晴久議長 次に、出口 実君。 

○出口 実議員 皆さんおはようございます。 

  本日、私にとって身に余る表彰状をいただきまして、まことにありがとうございます。 

  これも皆さんのおかげで、特に有権者の方々、住民の方々、議員の方々、また行政の方々

のご支援、ご指導によりまして、この表彰状をいただけたと感じております。 

  そういう中で、特に有権者の方の清き一票で議員バッチを１６年間あずからせていただき

まして、何とか議会の議員活動ができたと思っております。これもひとえに皆さん方のご指

導、ご支援がなかったらここまで私も来られていません。 

  そういう中で、これからもまた基本に立ち返りまして議員活動を精いっぱい頑張りたいと

思いますので、どうぞ一つご指導、ご鞭撻のほどをよろしくお願いいたします。 

  どうもありがとうございました。 

（拍手） 

○道工晴久議長 表彰を受けました議員の皆さんにおかれましては、多年にわたる議員活動、

本当にご苦労様でございました。 

  今後とも、よりよい岬町のためによろしくお願いを申し上げまして諸般の報告を終わらせ

ていただきます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第２、議案第１号「専決処分の承認について（平成３０年度岬町一般会

計補正予算（第７次））」を議題といたします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

  財政改革部長、相馬進祐君。 

○相馬財政改革部長 日程第２、議案第１号、「専決処分の承認について（平成３０年度岬町

一般会計補正予算（第７次））」をご説明いたします。 

  本件につきましては、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしましたの

で、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

  専決処分の理由といたしましては、岬ゆめ・みらい寄附金の増加に伴い、関連予算にかか

る補正予算を調製し、議会の議決を経る必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕が

ないため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成３１年１月３０日付で専決処分

をしたものでございます。 

  今般の補正予算につきましては、ふるさと納税として、岬ゆめ・みらい寄附金のお申し込
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みをいただいておりますが、年末を迎えてふるさと納税が想定以上に増加し、謝礼品等にか

かる予算に不足が生じたことから編成を行ったものでございます。 

  本来であれば、３月定例会におきまして補正予算を上程させていただくべきところではあ

りますが、ふるさと納税をいただいた方に迅速に謝礼品の発送ができるよう、必要な金額を

専決処分させていただいたものであり、ご理解をお願いいたします。 

  それでは、補正予算の内容につきましてご説明いたします。 

  予算書の１ページをご参照願います。 

  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９，４００万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１０６億６９５万７，０００円とするものでございます。 

  ２ページをご参照願います。第１表、歳入歳出予算補正をご覧ください。 

  まず、歳入予算の概要につきましてご説明いたします。なお、詳細につきましては７ペー

ジ、８ページに記載しておりますので、あわせてご参照願います。 

  寄附金といたしまして、ふるさと納税による岬ゆめ・みらい寄附金５，０００万円を計上

いたしております。 

  繰入金につきましては、４，４００万円を計上いたしております。内容といたしましては、

ふるさと納税として岬ゆめ・みらい寄附をいただいた方に寄附金額に応じて謝礼品をお送り

するための費用の財源といたしまして、岬ゆめ・みらい基金繰入金を計上するものでござい

ます。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明させていただきます。３ページをご参照願いま

す。なお、詳細につきましては、９ページ、１０ページに記載しておりますので、あわせて

ご参照願います。 

  総務費といたしまして、４，４００万円を計上いたしております。内容といたしましては、

ふるさと納税の謝礼品にかかる経費を計上しております。 

  ふるさと納税をいただいた方には寄附金額に応じてお礼の品をお送りさせていただいてお

ります。 

  謝礼品の予算として報償費の岬ゆめ・みらい寄附謝礼３，１００万円を、役務費のふるさ

と納税を応援するサイトから申し込まれた場合、寄附金額に応じて運営会社に掲載料を支払

うこととなりますので、ふるさと応援サイト掲載料１，３００万円をそれぞれ計上いたして

おります。 

  なお、これらの経費に必要な財源につきましては、岬ゆめ・みらい基金繰入金を充当いた
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しております。 

  続きまして、諸支出金につきましては５，０００万円を計上いたしております。内容とい

たしましては、ふるさと納税として寄附をいただいた金額を岬ゆめ・みらい基金へ積み立て

を行うものでございます。 

  以上が、本補正予算の概要でございます。 

  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより本件に対する質疑を行います。質疑ございませんか。 

○道工晴久議長 和田勝弘君。 

○和田勝弘議員 このゆめ・みらい基金で、前にシャープが岬町の会社でないので、このゆ

め・みらいは難しいなとか、そんなの少し聞いたような気がするのですが、今度、このゆ

め・みらい基金について、国の規定が変わったというのですか、電化製品についてはだめだ

ということで、今後、岬町にとっては大きな痛手になるのではないのかと思うのですが、こ

の問題について、私が国でと今言いましたが、この点についてもう一度詳しく、なぜダメに

なったか、電化製品が何でダメになったのかということがもしわかっていれば説明していた

だきたいのですが、よろしく願います。 

○道工晴久議長 総務部理事、寺田武司君。 

○寺田総務部理事 議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  電化製品の取り扱いにつきましては、国のほうから地場産品、それと返戻率を３０％にお

さめよというような指導の通知が来ております。 

  それと、高額返礼品ということで、特に電化製品とか、あと時計とか、そういうものにつ

いては返礼品として取り扱うことは好ましくないという通知になっております。 

  それと、本町のふるさと納税の考え方ですが、本町では国の税制改正においてふるさと納

税の趣旨に違反するような返礼品を送付した場合、寄附金控除の対象外とするという制度の

見直しが今回行われております。 

  以前は、本町におきましても地場産品以外の返礼品として町外のお肉とか魚介類、家電と

か旅行券などを中心に返礼品を扱ってきましたが、現在、地場産品以外の返礼品については

取り扱いは行っておりません。 

  平成３１年度におきましては、寄附額が大幅に減ることが予想されておりますので、今後

は新たな地場産品の掘り起こしや魅力ある返礼品の品揃えすることが課題であると現在考え
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ております。 

○道工晴久議長 和田勝弘君。 

○和田勝弘議員 今、説明していただいたように、地場産業でできる何か、掘り起こしてと言

ってくれていますので、一応やはり岬町としてはなかなかそれは難しいと思いますが、地場

産業の何かを掘り起こして、これに携われるように頑張っていただきたい。要望しておきま

す。 

○道工晴久議長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 ないようですので、これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これより、議案第１号「専決処分の承認について（平成３０年度岬町一般会計補正予算

（第７次））」を起立により採決します。 

  本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立をお願いいたします。 

（起立全員） 

○道工晴久議長 起立満場一致であります。よって、議案第１号は原案のとおり承認すること

に決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第３、議案第２号「平成３０年度岬町一般会計補正予算（第８次）につ

いて」を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。財政改革部長、相馬進祐君。 

○相馬財政改革部長 日程第３、議案第２、「平成３０年度岬町一般会計補正予算（第８次）

について」をご説明いたします。 

  我が国の足下の景気は緩やかな回復基調にあるとされているものの、中国経済の成長率の

鈍化などにより、今後の先行きについて不透明感が増大しております。 

  我が国の産業構造は輸出企業の割合が高く、世界景気の影響を受けやすいことから、今後

の動向を注視していく必要があります。 

  一方、本町の財政状況は、歳入につきましては人口の減少や地価の下落等により町税収入

は微増にとどまることから、補助金や起債などの特定財源の確保策が重要となるとともに、
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歳出におきましては少子高齢化の進展にかかる社会保障関係経費の増加に加えて、公債費な

ど義務的経費が財政を圧迫しており、引き続き厳しい状況にあることには変わりありません。 

  今般の補正予算につきましては、自己都合退職者への退職手当を含む人件費の調整、決算

見込みを踏まえた不用額の調整などを中心に編成をいたしております。 

  それでは、予算書の１ページをご参照願います。 

  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３，９１５万８，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１０６億４，６１１万５，０００円とするものでございます。 

  ２ページの第１表、歳入歳出予算補正をご覧ください。 

  まず、歳入予算の概要につきましてご説明いたします。なお、詳細につきましては９ペー

ジから１２ページに記載しておりますので、あわせてご参照願います。 

  国庫支出金といたしまして、国民健康保険基盤安定負担金の決定により５９万２，０００

円を計上いたしております。 

  府支出金につきましても、国庫支出金と同様に国民健康保険基盤安定負担金１５万５，０

００円を計上いたしております。 

  寄附金につきましては、個人や団体からの小学校への指定寄附といたしまして１０万円を

計上いたしております。 

  繰入金につきましては、本補正予算編成に伴う財源調整といたしまして財政調整基金繰入

金２，４８９万円を計上いたしております。 

  諸収入につきましては、１，３４２万１，０００円を計上いたしております。内容といた

しましては、水道事業担当課に在籍いたしました職員の退職手当につきましては、在職期間

に応じて本町の一般会計と水道事業会計の間で繰り出しの基準を定めております。 

  これに伴う定年退職者にかかる負担額及び平成３１年度から大阪広域水道企業団へ事業移

管されることに伴う水道事業担当課の在職歴のある職員にかかる負担額を計上するものでご

ざいます。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明いたします。３ページをご参照願います。なお、

詳細につきましては、１３ページ以降に記載しておりますので、あわせてご参照願います。 

  総務費といたしまして、４，２１３万４，０００円を計上いたしております。内容といた

しましては、自己都合退職の申し出に伴う退職手当３，０９４万２，０００円を、平成３１

年度からの大阪広域水道企業団への身分移管に伴う水道事業会計繰出金（過年度退職引当

金）１，１１９万２，０００円をそれぞれ計上するものでございます。 
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  民生費といたしまして、６９万７，０００円を減額計上いたしております。内容といたし

ましては、国民健康保険基盤安定事業費の決定に伴う繰出金９９万５，０００円を増額計上

する一方、介護保険特別会計で支弁する介護給付費の決算見込みに伴う繰出金１６９万２，

０００円を減額計上するものでございます。 

  商工費といたしましては、企業誘致優遇措置助成金の不用額２９０万７，０００円を減額

計上いたしております。 

  消防費につきましては、消防団員の退職に伴う報償金５２万８，０００円を計上いたして

おります。 

  教育費につきましては、団体や個人からいただいた指定寄附として淡輪小学校、深日小学

校への図書購入費１０万円を計上するものでございます。 

  次に、４ページをご参照願います。第２表、繰越明許費補正をご覧ください。 

  事業の進捗により、翌年度に繰り越しが見込まれる事業について、深日墓地法面改修事業

ほか５事業を新たに追加するとともに、既に設定いたしております町道海岸連絡線整備事業

につきましては繰越限度額を変更するものでございます。 

  最後に５ページをご参照願います。第３表、債務負担行為補正をご覧ください。 

  平成３０年度当初予算におきまして、平成３２年度までと設定いたしておりました防災行

政無線再整備事業につきましては、今年度に整備内容を見直し、単年度契約を行ったことに

伴い、一旦債務負担行為の廃止をして、平成３１年度当初予算において計上し直すものでご

ざいます。 

  以上が補正予算の概要でございます。 

  なお、本件は、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託の予定と伺っております。よ

ろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  それでは、議案第２号、平成３０年度岬町一般会計補正予算（第８次）については、会議

規則第３９条第１項の規定により、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託したいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２号は、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託することに決定しま

した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第４、議案第３号「平成３０年度岬町国民健康保険特別会計補正予算

（第３次）について」を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 日程第４、議案第３号、平成３０年度岬町国民健康保険特別会計補

正予算（第３次）につきましてご説明いたします。 

  本補正予算につきましては、低所得者にかかる保険料の政令軽減相当額を公費で補填する

保険基盤安定事業費の決定に伴う繰入金について編成いたしております。 

  それでは、議案書の１ページをご参照ください。 

  本補正予算は財源更正によるもので、歳入歳出予算ともに総額の増減はなく、歳入歳出予

算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第１表、

歳入歳出予算補正によるものでございます。 

  それでは、歳入予算の概要につきましてご説明いたします。２ページをご参照願います。

なお、詳細につきましては、７ページ、８ページに記載しておりますのであわせてご参照願

います。 

  国民健康保険料といたしまして９９万５，０００円を減額し、続いて繰入金、他会計繰入

金といたしまして９９万５，０００円を増額計上しております。 

  内容といたしましては、保険基盤安定事業費の決定に伴い繰入金を増額し、その増額分、

国民健康保険料を減額するものでございます。 

  続いて、歳出予算の概要につきましてご説明いたします。議案書は３ページを、詳細につ

きましては９ページ、１０ページをあわせてご参照願います。 

  国民健康保険事業費納付金につきましては、医療給付分といたしまして、その他特定財源

から一般財源へ１００万７，０００円を、後期高齢者支援金等分といたしましては一般財源

からその他財源へ３３７万４，０００円を、介護納付金分としましては、その他特定財源か

ら一般財源へ１３７万２，０００円をそれぞれ財源更正するもので、補正額は０円でござい

ます。 

  以上が補正予算の概要でございます。 



 

13 

  本件につきましては、厚生委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、

議決賜りますようお願いいたします。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  それでは、議案第３号「平成３０年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第３次）につ

いて」は会議規則第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託したいと思います。ご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号については厚生委員会に付託することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第５、議案第４号「平成３０年度岬町介護保険特別会計補正予算（第３

次）について」を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 日程第５、議案第４号、平成３０年度岬町介護保険特別会計補正予

算（第３次）につきましてご説明いたします。 

  本補正予算は、介護給付費が当初見込みより減少することから、歳出の科目間調整を行い、

介護保険法に基づく法定割合に基づき歳入予算を調整するものでございます。 

  議案書の１ページをお開きください。 

  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，３５３万２，０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億６，８２５万６，０００円とするものでございます。 

  歳入予算の概要につきましてご説明いたします。 

  議案書の２ページ、第１表、歳入歳出予算補正をご参照願います。なお、詳細につきまし

ては７ページから１０ページに記載しておりますので、あわせてご参照願います。 

  まず、保険料、介護保険料につきましては、第１号被保険者保険料としまして２９７万６，

０００円を減額計上いたしております。 

  次に、国庫支出金、国庫負担金につきましては介護給付費負担金２８２万７，０００円を

減額計上いたしております。 
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  また、国庫補助金につきましても８１万１，０００円を減額計上いたしております。 

  次に、支払基金交付金につきましては３６５万４，０００円を、府支出金、府負担金につ

きましては１５７万２，０００円を、繰入金、一般会計繰入金につきましては１６９万２，

０００円をそれぞれ減額計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明いたします。議案書の３ページをご参照願いま

す。なお、詳細につきましては１１ページ以降に記載しておりますので、あわせてご参照願

います。 

  保険給付費につきましては、介護サービス等諸費を減額し、介護予防サービス等諸費、特

定入所者介護サービス等費を増額し、総額で１，３５３万２，０００円を減額するものでご

ざいます。 

  以上が補正予算の概要でございます。 

  本件につきましては、厚生委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、

議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  議案第４号「平成３０年度岬町介護保険特別会計補正予算（第３次）について」は会議規

則第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託したいと思いますが、ご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第４号については、厚生委員会に付託することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第６、議案第５号「平成３０年度岬町水道事業会計補正予算（第２次）

について」を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。水道事業理事、鵜久森敦君。 

○鵜久森水道事業理事 日程第６、議案第５号、平成３０年度岬町水道事業会計補正予算（第

２次）についてご説明いたします。 

  今般の補正予算につきましては、岬町水道事業の大阪広域水道企業団への統合により、身
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分移管する職員の退職金の調整及び水道事業で所有する水道庁舎を町に移管するため、資産

の損失計上を行うものでございます。 

  予算書の１ページをご参照願います。なお、詳細につきましては２ページから３ページに

記載されておりますので、あわせてご参照願います。 

  第２条の収益的収入の水道事業収益のうち、特別利益につきましては、町から企業団に身

分移管する職員の退職金を一般会計繰入金として１，１１９万２，０００円を計上しており

ます。 

  次に、収益的支出では、水道事業費用のうち特別損失につきましては３，３０４万８，０

００円を計上しております。 

  主な内容といたしましては、企業団に身分移管する職員の退職金を過年度退職引当金繰入

額として１，１１９万２，０００円、水道庁舎を町に移管するため、水道庁舎譲渡損として

２，１８５万６，０００円をそれぞれ計上いたしております。 

  第３条では、議会の議決を経なければ流用できない経費を定めており、今回の収益的支出

における職員給与費の総額を６，４２３万８，０００円から７，５４３万円に改めるもので

ございます。 

  以上が、平成３０年度岬町水道事業会計補正予算（第２次）の概要でございます。本件に

つきましては、事業委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決賜り

ますよう、お願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより大綱的質疑行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。これで大綱的質疑を終わります。 

  議案第５号「平成３０年度岬町水道事業会計補正予算（第２次）について」は、会議規則

第３９条第１項の規定により、事業委員会に付託したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第５号については、事業委員会に付託することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第７、議案第６号「平成３１年度岬町一般会計予算について」から日程

第１５、議案第１４号「平成３１年度岬町多奈川財産区特別会計予算について」までの９件
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を一括議題とします。 

  それでは、「平成３１年度当初予算に関する説明」及び日程第７、議案第６号「平成３１

年度岬町一般会計予算について」から、日程第１５、議案第１４号「平成３１年度岬町多奈

川財産区特別会計予算について」までの９件について説明を求めます。副町長 中口守可君。 

○中口副町長 「平成３１年度当初予算に関する説明」及び日程第７、議案第６号、「平成３

１年度岬町一般会計予算について」から、日程第１５、議案第１４号、「平成３１年度岬町

多奈川財産区特別会計予算について」まで、９件の提案の説明をさせていただきます。 

  初日の町長からの平成３１年度町政運営方針を受けまして、私のほうからは、平成３１年

度の本町の当初予算につきまして、会計ごとにご説明させていただきます。 

  長時間になると思いますが、よろしくお願いいたします。 

  それではまず、平成３１年度岬町一般会計予算についてご説明いたします。 

  予算書２ページをご覧ください。 

  第１条の予算総額として、歳入歳出それぞれ７８億１，４００万円を計上いたしており、

対前年度比１７．３％の減となっております。 

  なお、借換債の発行に伴い、平成３１年度予算では１億４，４８４万９，０００円を、平

成３０年度予算では９，６８４万１，０００円を歳入歳出予算にそれぞれ計上いたしており

ますので、借換債を除く実質的な対前年度比は１８．０％の減となっております。 

  第２条は債務負担行為の定めでございます。予算書８ページ、第２表債務負担行為に掲げ

ております。 

  防災行政無線再整備事業など５事業につきましては、期間及び限度額を定めております。 

  第３条の地方債につきましては、予算書９ページ、第３表地方債に掲げております。防災

行政無線整備事業など９事業につきまして、起債の目的ごとに限度額、起債の方法等を定め

ております。 

  第４条の一時借入金につきましては、借り入れの最高額を２０億円と定めております。 

  第５条につきましては、歳出予算の流用についての定めでございます。 

  続きまして、事項別明細書により予算の概要を説明させていただきます。 

  予算書１１ページをご覧ください。歳入予算の概要を説明させていただきます。なお、詳

細につきましては、１４ページから５１ページに記載しておりますので、あわせてご参照願

います。 

  款１、町税につきましては、対前年度２，７９５万１，０００円増額の２０億５，８１５
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万１，０００円を計上いたしております。景気は緩やかな回復基調にあると言われておりま

すが、人口減少に伴う納税義務者数の減少や主要企業が少ない本町におきましては、国の経

済政策等の効果が十分には行き届いていない状況にございます。地価の下落等により固定資

産税の減少が続く一方、給与所得額の増加等により町民税の個人所得割が増加することで、

町税全体で微増となっております。 

  款２、地方譲与税から、款１０、地方特例交付金までの各種譲与税交付金につきましては、

合計で４億３，３８２万９，０００円を計上いたしております。平成３０年度の収入見込み

及び平成３１年度の地方財政計画などを踏まえて計上いたしております。１０月から予定さ

れております消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金の増加などにより、対前年度１，

１９１万１，０００円の増額となっております。 

  なお、款９、環境性能割交付金につきましては、１０月からの消費税率の引き上げに伴い

自動車取得税交付金が廃止され、かわって環境性能に応じた交付金として新たに計上いたし

ております。 

  款１１、地方交付税につきましては、本町の税収等の状況や平成３１年度地方財政計画な

どを踏まえ、対前年度８，９００万円増額の１９億６，３００万円を計上いたしております。

内訳といたしましては、普通地方交付税が１６億９,８００万円、特別地方交付税が２億６，

５００万円となっております。 

  款１２、交通安全対策特別交付金につきましては、前年度と同額の４００万円を計上いた

しております。 

  款１３、分担金及び負担金につきましては、障害支援区分認定審査会共同設置負担金の増

加などにより、対前年度４９５万２，０００円増額の５，７９４万６，０００円を計上いた

しております。 

  款１４、使用料及び手数料につきましては、公営住宅使用料の増加などにより、対前年度

３４８万７，０００円増額の１億２，９８２万６，０００円を計上いたしております。 

  款１５、国庫支出金につきましては、町道海岸連絡線整備事業や町営緑ヶ丘住宅建設事業

などに係る社会資本整備総合交付金の減少などにより、対前年度４億８，１８７万１，００

０円減額の９億１，０７６万９，０００円を計上いたしております。 

  款１６、府支出金につきましては、参議院議員選挙や大阪府知事・大阪府議会議員選挙執

行委託金の増加などにより、対前年度４，８５４万円増額の５億７，３０５万円を計上いた

しております。 
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  款１７、財産収入につきましては、町有地売払収入の増加などにより、対前年度２４万８，

０００円増額の４，７４５万８，０００円を計上いたしております。 

  款１８、寄附金につきましては、岬ゆめ・みらい寄附金の減少により、対前年度４億９，

０００万円減額の１，０００万円を計上いたしております。 

  款１９、繰入金につきましては、対前年度３億８，１９３万８，０００円減額の４億６，

８８６万１，０００円を計上いたしております。主な内容といたしましては、当初予算で必

要な財源を措置するための財政調整基金繰入金１億５，０００万円を、岬ゆめ・みらい基金

繰入金１億７，４６５万３，０００円を、各財産区特別会計からの繰入金を合計で９，３２

８万１，０００円を、それぞれ計上いたしております。 

  款２０、繰越金につきましては、平成３０年度決算見込みを踏まえ、対前年度４００万円

増額の５，８００万円を計上いたしております。 

  款２１、諸収入につきましては、深日港・洲本港を結ぶ広域サイクルツーリズム事業に係

る海上サイクルルート利用料や広域サイクルツーリズム事業負担金の増加などにより、対前

年度５，４４１万２，０００円増額の１億３，７４６万１，０００円を計上いたしておりま

す。 

  款２２、町債につきましては、９億６，１６４万９，０００円を計上いたしております。

町道海岸連絡線整備事業などの町道整備事業債の減少などにより、対前年度５億２，６６９

万２，０００円の減額となっております。なお、借換債を除く対前年度は、５億７，４７０

万円の減額となっております。 

  次に歳出予算の概要を説明させていただきます。予算書１２ページ、１３ページをご覧く

ださい。なお、詳細につきましては、５２ページから１７９ページに記載しておりますので

あわせてご参照ください。 

  款１、議会費につきましては、対前年度３０万１，０００円増額の１億９０５万３，００

０円を計上いたしております。 

  款２、総務費につきましては、防災行政無線再整備事業や岬ゆめ・みらい寄附をいただい

た方への謝礼費用などに係るふるさと応援事業の減少などにより、対前年度９，０４５万２，

０００円減額の１２億５，５２２万４，０００円を計上いたしております。新規施策といた

しましては、現在の第４次総合計画が平成３２年度で終了することから、平成３３年度以降

のまちづくりの基本方針を定めるため、第５次総合計画の策定に着手してまいります。また、

役場本庁舎の防災機能の向上のため、庁舎整備のあり方について検討し基本計画の策定を行
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います。 

  款３、民生費につきましては、老人医療助成費の減少や旧深日保育所解体撤去事業の終了

などにより、対前年度３，１１６万円減額の２４億８９８万８，０００円を計上いたしてお

ります。新規施策といたしましては、子育て支援センター、こぐま園の屋上防水の改修を行

います。拡充事業といたしましては、子ども医療費について、現在の中学校卒業までの助成

対象を、入院・通院とも満１８歳までに引き上げることで、保護者の負担を軽減し子育てを

支援してまいります。 

  なお、今年１０月１日以降の幼児教育の無償化への対応につきましては、現在国会におい

て子ども・子育て支援法改正法案が審議中と聞き及んでおります。今後、国から発出される

事務上の取り扱いを踏まえ、補正予算において適切に対応してまいりたいと思います。 

  款４、衛生費につきましては、平成３０年度に実施した水道事業会計に対する貸付事業が

終了したことなどにより、対前年度１億８，７２４万３，０００円減額の７億３，６９１万

６，０００円を計上いたしております。新規施策といたしまして、ごみ処理施設を改修する

ことで焼却能力の維持を図ります。拡充事業といたしましては、風疹に関する追加対策とい

たしまして特に抗体保有率が低い３９歳から５６歳の男性を対象に予防接種法に基づく定期

接種を３年間無料で実施いたします。 

  款６、農林水産業費につきましては、対前年度３６万９，０００円増額の７，１３７万５，

０００円を計上いたしております。新規施策といたしましては、町内の農とみどりの資源を

対象に、観光、農業、特産品等の観点から、農とみどりの活性化構想を策定いたします。ま

た、これを受けて、農業公園の整備に向けた基本構想の策定につなげてまいりたいと考えて

おります。 

  款７、商工費につきましては、海釣り公園整備事業の増加などにより、対前年度２，２９

５万７，０００円増額の１億３９７万８，０００円を計上いたしております。平成３１年度

も引き続き岬町観光協会と連携を図り、本町の観光資源を町内外に広くＰＲに努めるととも

に、岬町商工会と連携し地域産業の振興を図ってまいります。 

  款８、土木費につきましては、町道海岸連絡線整備事業の減少や町営緑ヶ丘住宅建設事業

の終了などにより、対前年度９億４，５８０万７，０００円減額の１３億１，３２４万２，

０００円を計上いたしております。新規施策といたしましては、岬町空家等対策計画の基本

方針に基づき、適正な管理が行われていない空家等の除却費用を補助することで空家の解消

を目指します。また、継続事業といたしまして、現在整備中の町道海岸連絡線や町道多奈川
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歴史街道線整備事業につきましては、いずれも平成３１年度完成に向けて引き続き鋭意実施

してまいりたいと思います。 

  款９、消防費につきましては、防災備蓄倉庫整備事業の増加などにより、対前年度１，０

７５万５，０００円増額の４億１，６３６万２，０００円を計上いたしております。新規事

業といたしましては、防災備蓄物資の適正かつ効率的な備蓄体制を構築するため、本庁舎南

側にある町有地の坊の山に備蓄倉庫を整備いたします。 

  款１０、教育費につきましては、ＰＣＢ廃棄物処理経費の増加などにより、対前年度１，

８６２万６，０００円増額の４億５，４２６万７，０００円を計上いたしております。新規

施策といたしましては、小学校のＩＣＴ教育環境を整備するため各小学校のパソコンの更新

を行います。また、町立の小学校・中学校・幼稚園に係る学校施設長寿命化計画の策定を行

ってまいります。 

  款１１、災害復旧費につきましては、多奈川地区多目的公園災害復旧費といたしまして、

新たに５，６１４万４，０００円を計上いたしております。 

  款１２、公債費につきましては、地方債利子償還金の減少などにより、対前年度２，０５

２万９，０００円減額の８億３，２１２万１，０００円を計上いたしております。なお、借

換を除く対前年度は、６，８５３万７，０００円の減額となっております。 

  款１３、諸支出金につきましては、岬ゆめ・みらい基金積立金の減少などにより、対前年

度４億６，９９６万１，０００円減額の５，１３３万円を計上いたしております。 

  款１５、予備費につきましては、前年度と同額の５００万円を計上いたしております。 

  以上が、平成３１年度岬町一般会計予算でございます。 

  次に、平成３１年度岬町国民健康保険特別会計予算につきまして説明いたします。予算書

１９０ページをご覧ください。 

  第１条の予算総額として、歳入歳出それぞれ２７億３，８９９万８，０００円を計上いた

しており、対前年度比０．７％の減となっております。 

  第２条の一時借入金につきましては、借り入れの最高額を５億円と定めております。 

  第３条は、歳出予算の流用についての定めでございます。 

  続きまして、事項別明細書により予算の概要を説明させていただきます。予算書１９５ペ

ージをご覧ください。歳入予算の概要を説明させていただきます。なお、詳細につきまして

は、１９８ページから２０５ページに記載しておりますのであわせてご参照ください。 

  款１、国民健康保険料につきましては、一般被保険者国民健康保険料の増加などにより、
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対前年度３，４２１万６，０００円増額の４億９，２５１万２，０００円を計上いたしてお

ります。 

  款２、一部負担金につきましては、一般被保険者一部負担金などといたしまして、前年度

と同額の２，０００円を、款３、使用料及び手数料につきましても、督促手数料といたしま

して、前年度と同額の１，０００円をそれぞれ計上いたしております。 

  款５、府支出金につきましては、普通交付金の減少などにより、対前年度５，３７８万９，

０００円減額の２０億６，８７１万４，０００円を計上いたしております。 

  款６、財産収入につきましては、基金預金利子といたしまして、前年度と同額の１，００

０円を計上いたしております 

  款７、繰入金につきましては、保険基盤安定繰入金の減少などにより、対前年度４４万９，

０００円減額の１億７，６２６万８，０００円を計上いたしております。 

  款９、諸収入につきましては、特定健康診査等受託料の増加などにより、対前年度８１万

３，０００円増額の１５０万円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要につきまして説明させていただきます。予算書１９６ページ、１９

７ページをご覧ください。なお、詳細につきましては、２０６ページから２２１ページに記

載しておりますのであわせてご参照ください。 

  款１、総務費につきましては賦課徴収費の減少などにより、対前年度４３万６，０００円

減額の３，２０２万３，０００円を計上いたしております。 

  款２、保険給付費につきましては、退職被保険者等療養給付費の減少などにより、対前年

度４，３７５万８，０００円減額の２０億１，３２３万７，０００円を計上いたしておりま

す。 

  款３、国民健康保険事業費納付金につきましては、一般被保険者医療給付分の増加などに

より、対前年度１，８９９万８，０００円増額の６億２，６６４万８，０００円を計上いた

しております。 

  款４、共同事業拠出金につきましては、年金受給者一覧表作成費といたしまして、前年度

と同額の１，０００円を計上いたしております。 

  款６、保健事業費につきましては、対前年度５９８万７，０００円増額の３，４５７万８，

０００円を計上いたしております。新規施策といたしまして、大阪府健康づくりプラットホ

ーム事業への参加等を通じた生活習慣病予防対策に取り組みます。また、継続事業といたし

まして、特定健診や歯科検診、従来からの生活習慣病予防対策にも取り組むほか、ジェネリ
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ック医薬品への変更勧奨などを通じて医療費の適正化を図る事業を引き続き実施いたします。 

  款７、基金積立金につきまして、財政基盤安定基金積立金といたしまして、前年度と同額

の１，０００円を、款８、公債費につきましては、一時借入金利子といたしまして、前年度

と同額の１００万円を、款９、諸支出金につきましても、一般被保険者保険料還付金などと

いたしまして、前年度と同額の１５１万円を、それぞれ計上いたしております。 

  款１０、予備費につきましては、前年度と同額の３，０００万円を計上いたしております。 

  以上が、平成３１年度岬町国民健康保険特別会計予算でございます。 

  続きまして、平成３１年度岬町後期高齢者医療特別会計予算につきまして、説明いたしま

す。予算書２３０ページをご覧ください。 

  第１条の予算総額として、歳入歳出それぞれ３億２９８万５，０００円を計上いたしてお

り、対前年度比４．７％の減となっております。 

  事項別明細書により予算の概要を説明させていただきます。予算書の２３４ページをご覧

ください。 

  歳入予算の概要を説明させていただきます。なお、詳細につきましては、２３７ページか

ら２４０ページに記載しておりますのであわせてご参照ください。 

  款１、後期高齢者医療保険料につきましては、特別徴収保険料の減少などにより、対前年

度１，００３万８，０００円減額の２億３，２３０万８，０００円を計上いたしております。 

  款２、使用料及び手数料につきましては、督促手数料といたしまして、前年度と同額の１，

０００円を計上いたしております。 

  款４、繰入金につきましては、保険基盤安定に係る一般会計繰入金の減少などにより、対

前年度２６３万９，０００円減額の７，０６７万４，０００円を計上いたしております。 

  款６、諸収入につきましては、延滞金などといたしまして、前年度と同額の２，０００円

を計上いたしております。 

  なお、国庫支出金につきましては、科目を廃止しております。 

  次に、歳出予算の概要につきまして説明させていただきます。予算書２３５ページ、２３

６ページをご覧ください。なお、詳細につきましては、２４１ページから２４４ページに記

載しておりますのであわせてご参照ください。 

  款１、総務費につきましては、一般管理経費の減少などにより、対前年度１９０万７，０

００円減額の４１５万１，０００円を計上いたしております。 

  款２、後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、後期高齢者医療保険料納付金の減
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少などにより、対前年度１，２９３万円減額の２億９，８４３万４，０００円を計上いたし

ております。 

  款３、諸支出金につきましては、保険料還付金といたしまして、前年度と同額の３０万円

を、款４、予備費につきましても、前年度と同額の１０万円を、それぞれ計上いたしており

ます。 

  以上が、平成３１年度岬町後期高齢者医療特別会計予算でございます。 

  次に、平成３１年度岬町下水道事業特別会計予算につきましてご説明いたします。予算書

２４６ページをご覧ください。 

  第１条の予算総額として、歳入歳出それぞれ６億５，３８２万９，０００円を計上いたし

ており、対前年度比３．２％の減となっております。なお、下水道事業借換債といたしまし

て、平成３１年度予算では７，０７２万円を、平成３０年度予算では７，９９９万円を、歳

入歳出予算にそれぞれ計上いたしておりますので、借換債を除く実質的な対前年度比は、２．

１％の減となっております。 

  第２条の地方債につきましては、予算書２４９ページ、第２表地方債に掲げております。

下水道事業など２事業について、地方債の限度額、起債の方法等を定めております。 

  第３条の一時借入金につきましては、借り入れの最高額を５億円と定めております。 

  第４条は、歳出予算の流用についての定めでございます。 

  続きまして、事項別明細書により予算の概要を説明させていただきます。予算書の２５１

ページをご覧ください。 

  歳入予算の概要を説明させていただきます。なお、詳細につきましては、２５４ページか

ら２５７ページに記載しておりますのであわせてご参照ください。 

  款１、繰入金につきましては、一般会計繰入金といたしまして、対前年度８１万７，００

０円増額の２億８，６３５万７，０００円を計上いたしております。 

  款２、町債につきましては、資本費平準化債の減少などにより、対前年度３，７７７万円

減額の２億２，４１２万円を計上いたしております。なお、借換債を除く対前年度は２，８

５０万円の減額となっております。 

  款３、国庫支出金につきましては、社会資本整備総合交付金といたしまして、対前年度１

０５万円増額の１，９１０万円を計上いたしております。 

  款４、諸収入につきましては、水道管移設受託事業収入の増加などにより、対前年度５１

３万円増額の５８９万３，０００円を計上いたしております。 
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  款５、使用料及び手数料につきましては、下水道使用料の増加などにより、対前年度８１

８万７，０００円増額の１億１，５５６万３，０００円を計上いたしております。 

  款６、分担金及び負担金につきましては、受益者負担金といたしまして、対前年度９１万

４，０００円増額の２７９万６，０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要につきまして説明させていただきます。予算書２５２ページ、２５

３ページをご覧ください。なお、詳細につきましては、２５８ページから２６３ページに記

載しておりますのであわせてご参照ください。 

  款１、総務費につきましては、一般管理経費といたしまして、対前年度４７１万４，００

０円増額の１億７８５万４，０００円を計上いたしております。 

  款２、事業費につきましては、流域下水道事業費の減少などにより、対前年度１，２４８

万円減額の７，３７６万５，０００円を計上いたしております。事業費の内訳といたしまし

ては、流域下水道事業費４８１万１，０００円、公共下水道事業費６，８９５万４，０００

円となっております。 

  款３、公債費につきましては、地方債利子償還金の減少などにより、対前年度１，３９０

万６，０００円減額の４億７，２２１万円を計上いたしております。なお、借換を除く対前

年度は、４６３万６，０００円の減額となっております。 

  以上が、平成３１年度岬町下水道事業特別会計予算でございます。 

  次に、平成３１年度岬町漁業集落排水事業特別会計予算につきましてご説明いたします。

予算書２７３ページをご覧ください。 

  第１条の予算総額として、歳入歳出それぞれ１，４６７万６，０００円を計上いたしてお

り、対前年度比１９．６％の減となっております。 

  続きまして、事項別明細書により予算の概要を説明させていただきます。予算書の２７７

ページをご覧ください。 

  歳入予算の概要を説明させていただきます。なお、詳細につきましては、２８０ページ、

２８１ページに記載しておりますのであわせてご参照ください。 

  款１、繰入金につきましては、一般会計繰入金といたしまして、対前年度３５３万２，０

００円減額の１，３３４万３，０００円を計上いたしております。 

  款２、使用料及び手数料につきましては、排水処理施設使用料といたしまして、対前年度

４万円減額の１３３万３，０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要につきまして説明させていただきます。予算書２７８ページ、２７
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９ページをご覧ください。なお、詳細につきましては、２８２ページ、２８３ページに記載

しておりますのであわせてご参照ください。 

  款１、総務費につきましては、一般管理経費といたしまして、対前年度３５７万３，００

０円減額の４１２万９，０００円を計上いたしております。 

  款２、公債費につきましては、地方債元金償還金の増加により、対前年度１，０００円増

額の１，０５４万７，０００円を計上いたしております。 

  以上が、平成３１年度岬町漁業集落排水事業特別会計予算でございます。 

  次に、平成３１年度岬町介護保険特別会計予算につきまして、ご説明いたします。予算書

の２８６ページをご覧ください。 

  第１条の予算総額として、歳入歳出それぞれ１９億１，６８８万３，０００円を計上いた

しており、対前年度比０．０％となっており増減はございません。 

  第２条は債務負担行為の定めでございます。予算書２８９ページ、第２表、債務負担行為

に記載しておりますとおり、介護保険事務処理システム事業について期間及び限度額を定め

ております。 

  第３条の一時借入金につきましては、借り入れの最高額を２億円と定めております。 

  第４条は、歳出予算の流用についての定めでございます。 

  続きまして、事項別明細書により予算の概要を説明させていただきます。予算書２９１ペ

ージをご覧ください。歳入予算の概要を説明させていただきます。なお、詳細につきまして

は、２９４ページから３０１ページに記載しておりますのであわせてご参照ください。 

  款１、保険料につきましては、第１号被保険者保険料といたしまして、対前年度２，７２

９万６，０００円減額の３億４，３５５万７，０００円を計上いたしております。 

  款２、分担金及び負担金といたしましては、阪南市、泉南市、岬町の共同で設置しており

ます介護認定審査会の事務局を平成３１年度から本町が担うことになったことに伴い、構成

団体からの認定審査会共同設置負担金３，７３０万３，０００円を新たに計上いたしており

ます。 

  款３、使用料及び手数料につきましては、督促手数料といたしまして、対前年度７，００

０円増額の５万５，０００円を計上いたしております。 

  款４、国庫支出金につきましては、介護給付費負担金の減少などにより、対前年度４６０

万７，０００円減額の４億６，１３６万１，０００円を計上いたしております。 

  款５、支払基金交付金につきましては、介護給付費交付金の減少などにより、対前年度１，



 

26 

１７１万８，０００円減額の４億７，６２０万円を計上いたしております。 

  款６、府支出金につきましては、介護給付費負担金の減少などにより、対前年度４６１万

３，０００円減額の２億５，４２６万６，０００円を計上いたしております。 

  款８、財産収入につきましては、基金預金利子といたしまして、対前年度１，０００円増

額の１万２，０００円を計上いたしております。 

  款１０、繰入金につきましては、対前年度１，１５０万８，０００円増額の３億４，４０

１万２，０００円を計上いたしております。繰入金の内訳といたしましては、一般会計繰入

金３億６６８万７，０００円、介護給付費準備基金繰入金３，７３２万５，０００円となっ

ております。 

  款１１、諸収入につきましては、認定調査受託金の減少などにより、対前年度５万５，０

００円減額の１１万７，０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要を説明させていただきます。予算書の２９２ページ、２９３ページ

をご覧ください。なお、詳細につきましては、３０２ページから３２３ページに記載してお

りますのであわせてご参照ください。 

  款１、総務費につきましては、介護認定審査会経費の増加などにより、対前年度４，０５

５万８，０００円増額の９，９１５万６，０００円を計上いたしております。 

  款２、保険給付費につきましては、居宅介護サービス給付費の減少などにより、対前年度

４，１５５万６，０００円減額の１６億７，３１１万８，０００円を計上いたしております。 

  款４、地域支援事業費につきましては、認知症総合支援事業の増加などにより、対前年度

１３２万７，０００円増額の１億４，１７９万７，０００円を計上いたしております。 

  款６、公債費につきましては、一時借入金利子といたしまして、前年度と同額の５０万円

計上いたしております。 

  款７、諸支出金につきましては、介護保険料償還金といたしまして、対前年度２０万円増

額の３０万円を計上いたしております。 

  款８、基金積立金につきましては、介護給付費準備基金積立金といたしまして、対前年度

１，０００円増額の１万２，０００円を計上いたしております。 

  款９、予備費につきましては、前年度と同額の２００万円を計上いたしております。 

  以上が、平成３１年度岬町介護保険特別会計予算でございます。 

  次に、平成３１年度岬町淡輪財産区特別会計予算につきましてご説明いたします。予算書

３３３ページをご覧ください。 
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  第１条の予算総額として、歳入歳出それぞれ７２１万円を計上いたしており、対前年度比

１．７％の増となっております。事項別明細書により予算の概要を説明させていただきます。 

  予算書の３３７ページをご覧ください。歳入予算の概要を説明させていただきます。なお、

詳細につきましては、３４０ページから３４３ページに記載しておりますのであわせてご参

照ください。 

  款１、財産収入につきましては、松茸採取権売払収入の減少により、対前年度２０万円減

額の１９３万３，０００円を計上いたしております。 

  款２、繰越金につきましては、前年度繰越金として前年度と同額の１，０００円を、 

款３、諸収入につきましても、預金利子として前年度と同額の１，０００円を、それぞれ

計上いたしております。 

  款４、繰入金につきましては、淡輪地区財産区基金繰入金及び一般会計繰入金といたしま

して、対前年度３２万円増額の５２７万５，０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明させていただきます。予算書３３８ページ、３

３９ページをご覧ください。なお、詳細につきましては、３４４ページから３４７ページに

記載しておりますのであわせてご参照ください。 

  款１、財産費につきましては、財産区管理会費の減少などにより、対前年度４３万４，０

００円減額の５０５万８，０００円を計上いたしております。 

  款２、諸支出金につきましては、淡輪地区財産区基金積立金及び一般会計繰出金といたし

まして、対前年度５５万４，０００円増額の１１５万２，０００円を計上いたしております。 

  款３、予備費につきましては、前年度と同額の１００万円を計上いたしております。 

  以上が、平成３１年度岬町淡輪財産区特別会計予算でございます。 

  次に、平成３１年度岬町深日財産区特別会計予算につきましてご説明いたします。予算書

の３５０ページをご覧ください。 

  第１条の予算総額として、歳入歳出それぞれ５，６４８万９，０００円を計上いたしてお

り、対前年度比１７．１％の増となっております。事項別明細書により予算の概要を説明さ

せていただきます。 

  予算書の３５４ページをご覧ください。歳入予算の概要を説明させていただきます。なお、

詳細につきましては、３５７ページから３６０ページに記載しておりますのであわせてご参

照ください。 

  款１、財産収入につきましては、松茸採取権売払収入の減少などにより、対前年度１４万
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７，０００円減額の２，１３１万３，０００円を計上いたしております。 

  款２、繰越金につきましては、前年度繰越金といたしまして、前年度と同額の１，０００

円を、款３、諸収入につきましても、預金利子といたしまして、前年度と同額の２，０００

円を、それぞれ計上いたしております。 

  款４、繰入金につきましては、深日地区財産区基金繰入金といたしまして、対前年度８４

０万５，０００円増額の３，５１７万３，０００円を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明させていただきます。予算書３５５ページ、３

５６ページをご覧ください。なお、詳細につきましては、３６１ページから３６４ページに

記載しておりますのであわせてご参照ください。 

  款１、財産費につきましては、財産区管理会費の減少などにより、対前年度４２万円減額

の６４３万２，０００円を計上いたしております。 

  款２、諸支出金につきましては、深日地区財産区基金積立金及び一般会計繰出金といたし

まして、対前年度８６７万８，０００円増額の４，９０５万７，０００円を計上いたしてお

ります。 

  款３、予備費につきましては、前年度と同額の１００万円を計上いたしております。 

  以上が、平成３１年度岬町深日財産区特別会計予算でございます。 

  最後に、平成３１年度岬町多奈川財産区特別会計予算につきましてご説明いたします。予

算書の３６７ページをご覧ください。 

  第１条の予算総額といたしましては、歳入歳出それぞれ８，４８４万６，０００円を計上

いたしており、対前年度比７７．０％の増となっております。 

  事項別明細書により予算の概要を説明させていただきます。予算書の３７１ページをご覧

ください。歳入予算の概要を説明させていただきます。なお、詳細につきましては、３７４

ページから３７７ページに記載しておりますのであわせてご参照ください。 

  款１、財産収入につきましては、松茸採取権売払収入の増加などにより、対前年度１９万

２，０００円増額の７８万円を計上いたしております。 

  款２、繰越金につきましては、前年度繰越金といたしまして、新たに１，０００円を計上

いたしております。 

  款３、諸収入につきましては、預金利子といたしまして、前年度と同額の１，０００円を

計上いたしております。 

  款４、繰入金につきましては、多奈川地区財産区基金繰入金及び一般会計繰入金といたし
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まして、対前年度３，６７０万４，０００円増額の８，４０６万４，０００円を計上いたし

ております。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明させていただきます。予算書３７２ページ、３

７３ページをご覧ください。なお、詳細につきましては、３７８ページから３８１ページに

記載しておりますのであわせてご参照ください。 

  款１、財産費につきましては、維持管理費の減少などにより、対前年度５０４万９，００

０円減額の７７３万６，０００円を計上いたしております。 

  款２、諸支出金につきましては、多奈川地区財産区基金積立金及び一般会計繰出金といた

しまして、対前年度４，１９４万６，０００円増額の７，６１１万円を計上いたしておりま

す。 

  款３、予備費につきましては、前年度と同額の１００万円を計上いたしております。 

  以上が、平成３１年度岬町多奈川財産区特別会計予算でございます。 

  なお、水道事業会計につきましては、平成３１年度から大阪広域水道企業団へ移行するた

め、平成３０年度をもって廃止されております。 

  以上が、平成３１年度一般会計予算のほか８会計予算の概要につきましてご説明させてい

ただきました。 

  本件につきましては、後日、開催が予定されております各常任委員会に付託されるものと

存じますので、ご審議の上、議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより、大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。和田勝弘君。 

○和田勝弘議員 事業委員でありますので、質問できるかどうかわかりませんけど、下水道に

ついて、どうしても副町長にも聞いておいてもらわなくてはと思うのですが、この予算書を

見ますと。 

○道工晴久議長 和田議員、すみません。委員会に所属していますので、委員会でお願いした

いのですが。 

  大綱的質疑は、所属してないところの科目についてしてください。 

○和田勝弘議員 わかっていますが、この予算では一つも下水道、前に進みません。何とか考

えていただきたい。 

  それだけ言っておきます。 

○道工晴久議長 他にございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 ないようですので、これで大綱的質疑を終わります。 

  議案第６号「平成３１年度岬町一般会計予算について」から議案第１４号「平成３１年度

岬町多奈川財産区特別会計予算について」までの９件を会議規則第３９条第１項の規定によ

り、それぞれ、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第６号から議案第１４号については、総務文教、厚生、事業の各常任委員会

に付託することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第１６、議案第１５号「工事委託契約の締結について（南海本線と町道

海岸連絡線との立体交差に関する橋梁上部工架設工事）」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。都市整備部長、家永 淳君。 

○家永都市整備部長 日程第１６、議案第１５号、工事委託契約の締結について（南海本線と

町道海岸連絡線との立体交差に関する橋梁上部工架設工事）につきまして、ご説明いたしま

す。 

  提案理由としましては、南海本線と町道海岸連絡線との立体交差に関する橋梁上部工架設

工事の施工にあたり、工事委託契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号の

規定により議会の議決を求めるものでございます。 

  契約の目的でございますが、南海本線と町道海岸連絡線との立体交差に関する橋梁上部工

仮設工事、契約の方法につきましては随意契約でございます。 

  契約金額につきましては、２億５，９０７万４００円。うち消費税及び地方消費税の額は

１，９１９万４００円でございます。 

  契約の相手方でございますが、大阪市中央区難波五丁目１番６０号 南海電気鉄道株式会

社 取締役社長 遠北光彦でございます。 

  続きまして、工事概要をご説明いたします。 

  議案書に添付しております参考資料の１ページをご覧ください。 

  工事概要といたしましては、橋梁上部工仮設工事一式でございます。 

  工事延長は２４．５メートル、道路幅員は車道片側１車線３．５メートル、全幅７メート
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ル、片側歩道２．５メートルの橋梁の整備となります。 

  ２ページに工事箇所図、３ページに簡単ではございますが、橋梁施工箇所と工事延長を記

載しております。 

  工事箇所としましては、南海本線上部で、延長が２４．５メートルの区間の橋梁の整備で

ございます。 

  ４ページには、参考図としまして橋梁の平面図等を記載しております。 

  工事期間につきましては、議会の議決日から平成３２年３月３１日まででございます。 

  以上が議案の概要でございます。 

  本件につきましては、事業委員会に付託の予定と聞き及んでおります。よろしくご審議の

上、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより、大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。 

  これで、大綱的質疑を終わります。 

  議案第１５号「工事委託契約の締結について（南海本線と町道海岸連絡線との立体交差に

関する橋梁上部工架設工事）」は、会議規則第３９条第１項の規定により、事業委員会に付

託したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１５号については、事業委員会に付託することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第１７、議案第１６号「工事請負契約の変更について（平成３０年度町

道海岸連絡線道路整備工事（その１））」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

  総務部長、西 啓介君。 

○西総務部長 日程第１７、議案第１６号、工事請負契約の変更について（平成３０年度町道

海岸連絡線道路整備工事（その１））をご説明いたします。 

  本工事は、現在施工中でありますが、工事内容の一部変更により契約金額に変更が生じた

ため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 
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  契約金額につきましては、変更前２億１，９２４万円、うち消費税及び地方消費税の額１，

６２４万円を変更後２億４，３００万７，５６０円、うち消費税及び地方消費税の額１，８

００万５６０円に変更するものでございます。 

  契約の相手方は、大阪府泉南郡岬町多奈川谷川２３２６番地の１２ 

          芳山建設株式会社 代表取締役 芳山龍二でございます。 

  本件につきましては、事業委員会へ付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、

議決賜りますようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより、大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。 

  これで、大綱的質疑を終わります。 

  それでは、議案第１６号「工事委託契約の変更について（平成３０年度町道海岸連絡線道

路整備工事（その１））」は、会議規則第３９条第１項の規定により、事業委員会に付託し

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１６号については、事業委員会に付託することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第１８、議案第１７号「工事請負契約の変更について（平成３０年度町

道海岸連絡線道路整備工事（その２））」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

  総務部長、西 啓介君。 

○西総務部長 日程第１８、議案第１７号、工事請負契約の変更について（平成３０年度町道

海岸連絡線道路整備工事（その２））をご説明いたします。 

  本工事は現在施工中でありますが、工事内容の一部変更により契約金額に変更が生じたた

め、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

  契約金額につきましては、変更前１億８，９６４万８，０００円、うち消費税及び地方消

費税の額１，４０４万８，０００円を変更後２億９３３万７，４８０円、うち消費税及び地

方消費税の額１，５５０万６，４８０円に変更するものでございます。 
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  契約の相手方は、大阪府泉南市幡代一丁目３２番１０号 

          阪南土建株式会社 代表取締役 前西邦康でございます。 

  本件につきましては、事業委員会へ付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、

議決賜りますようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより、大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。 

  これで、大綱的質疑を終わります。 

  議案第１７号「工事請負契約の変更について（平成３０年度町道海岸連絡線道路整備工事

（その２））」は、会議規則第３９条第１項の規定により、事業委員会に付託したいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１７号については、事業委員会に付託することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第１９、議案第１８号「工事請負契約の変更について（平成３０年度町

道海岸連絡線道路整備工事（その３））」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

  総務部長、西 啓介君。 

○西総務部長 日程第１９、議案第１８号、工事請負契約の変更について（平成３０年度町道

海岸連絡線道路整備工事（その３））をご説明いたします。 

  本工事は、現在施工中でありますが、工事内容の一部変更により契約金額に変更が生じた

ため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

  契約金額につきましては、変更前５，３７８万４，０００円、うち消費税及び地方消費税

の額３９８万４，０００円を変更後５，８４５万３，９２０円、うち消費税及び地方消費税

の額４３２万９，９２０円に変更するものでございます。 

  契約の相手方は、大阪府泉南郡岬町淡輪２５３２番地の１ 

          株式会社松建興業 代表取締役 松尾敏生でございます。 

  本件につきましては、事業委員会へ付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、
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議決賜りますようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより、大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。 

  これで、大綱的質疑を終わります。 

  議案第１８号「工事請負契約の変更について（平成３０年度町道海岸連絡線道路整備工事

（その３））」は、会議規則第３９条第１項の規定により、事業委員会に付託したいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１８号については、事業委員会に付託することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第２０、議案第１９号「岬町水道事業の廃止に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定について」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

  総務部長、西 啓介君。 

○西総務部長 日程第２０、議案第１９号、岬町水道事業の廃止に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定についてをご説明いたします。 

  提案理由といたしましては、岬町水道事業の廃止に伴い、関係条例を整理するため、本条

例を制定するものでございます。 

  岬町水道事業につきましては、４月１日より大阪広域水道企業団に統合されることに伴い

廃止されるため、水道事業の記述がある本町の条例の整理を行うものでございます。 

  議案書の裏面をご覧ください。また、あわせて新旧対照表をご参照ください。 

  第１条は、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正で、第２４条に定める特定の職員

についての適用除外のただし書きで規定されている水道企業職員の規定を削除するものでご

ざいます。 

  第２条は、岬町職員定数条例の一部改正で、第２条第９号に定める水道事業の職員の定数

の規定を削除するものでございます。 

  第３条は、岬町水道条例の一部改正で、第２２条第１号に定める汚水排除量の認定につい
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て、岬町水道給水条例の規定を削除するものでございます。 

  第４条は、岬町情報公開条例の一部改正で、第２条第１号に定める実施機関の定義につい

て、水道事業管理者の規定を削除するものでございます。 

  第５条は、岬町個人情報保護条例の一部改正で、第２条第１号で定める実施機関の定義に

ついて、水道事業管理者の規定を削除するものでございます。 

  第６条は、岬町多奈川平野北合併処理浄化槽使用料徴収条例の一部改正で、第５条に定め

る汚水排水量の認定について、水道給水条例の規定を削除するものでございます。 

  附則として、この条例は平成３１年４月１日から施行することを定めております。 

  本件につきましては、総務文教委員会へ付託の予定と伺っております。よろしくご審議の

上、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより、大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。 

  これで、大綱的質疑を終わります。 

  議案第１９号「岬町水道事業の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」

は、会議規則第３９条第１項の規定により、総務文教委員会に付託したいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１９号については、総務文教委員会に付託することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第２１、議案第２０号「岬町総合計画条例の制定について」を議題とし

ます。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。総務部理事、寺田武司君。 

○寺田総務部理事 日程第２１、議案第２０号、岬町総合計画条例の制定についてご説明いた

します。 

  提案理由といたしましては、地域主権改革の一環として平成２３年８月に施行された地方

自治法の一部を改正する法律より、総合計画の基本構想の法的な策定義務がなくなり、計画

策定と町議会の議決を得る手続については市町村の判断に委ねられることとなりました。 
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  本町においては、総合計画の重要性を踏まえ、総合計画の位置づけを明確にするとともに、

その策定にかかる手続を定めることにより、総合的かつ計画的な行政運営を図り、まちづく

りの推進を図るため、本条例を制定するものであります。 

  それでは、内容についてご説明いたします。議案書の裏面をご覧ください。 

  本条例は全５条で構成され、町の総合的かつ計画的な行政運営の指針に関する総合計画の

事項を定めております。 

  まず第１条では、条例の目的を定めております。 

  本条例は、本町における総合計画の位置づけ、策定の手続及び総合計画審議会に関する事

項を定めることにより総合的かつ計画的な町政の運営によりまちづくりの推進に資すること

を目的とする者です。 

  次に、第２条では、この条例において使用する用語の定義を定めております。 

  第１号の総合計画では、総合計画は将来のまちづくりの方向性を示す最上位の計画である

こと。基本構想及び基本計画で構成されることを定めております。 

  第２号の基本構想は、まちづくりの基本理念やまちが目指す将来の姿を示す基本的な構想

をいいます。 

  第３号の基本計画は、基本構想を実現するための施策の方向性を体系的に示す基本的な計

画をいいます。 

  第４号の実施計画は、基本計画に定める施策を実現するための個別の事業を示す計画をい

います。 

  次に、第３条では、総合計画を策定または変更する際の審議会への諮問について定めてお

ります。 

  次に、第４条では、基本構想を策定、または変更する場合には、議会の議決を経ることを

定めております。 

  次に、第５条では、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定めることを定めてお

ります。 

  附則として、この条例は公布の日から施行することを定めております。 

  以上が、岬町総合計画条例の概要でございます。 

  本件につきましては、総務文教委員会へ付託の予定と伺っております。よろしくご審議の

上、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 
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  これより、大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

○道工晴久議長 松尾匡君。 

○松尾 匡議員 総務文教委員会に所属しておりませんので、幾つか質問させていただきます。 

  この計画条例というのは、そもそも計画策定をするという前提で行われているものと思う

のですけれども、第３条と第４条に諮問のことが書かれています。順番を教えてください。 

  基本構想を策定するときの、先に多分予算を、１，０００万円ぐらいかかる予定とは思う

のですけれども、これについて議会の、先に議決があるのか、それとも先に総合計画を策定

したものが議会に提案されるものなのか、どちらか教えてください。 

○道工晴久議長 総務部理事、寺田武司君。 

○寺田総務部理事 まず、この総合計画の条例の制定についてですが、こちらにつきましては

議会の議員の皆さんにも審議会の中に入っていただきます。そこの中で協議いただき、策定

していきます。 

  策定しましたら、また議会のほうにご報告する形になります。 

○道工晴久議長 予算とどちらが先やと。 

  総務部理事、寺田武司君。 

○寺田総務部理事 予算を計上して、予算が議決されたら計画を策定する形になります。 

○道工晴久議長 松尾 匡君。 

○松尾 匡議員 もう一度おさらいしますと、予算が先で、そして審議会がつくられると。そ

の審議会でまた諮られてということですけれども、議員は全員ですか。それとも、代表か何

かで何名かに定められるということですか。 

○道工晴久議長 総務部理事、寺田武司君。 

○寺田総務部理事 構成委員は今後検討していきますが、議会を代表しまして２名程度入って

いただく形になります。 

○道工晴久議長 松尾議員、よろしいですか。 

  他にございませんか。 

  ないようですので、これで大綱的質疑を終わります。 

  議案第２０号「岬町総合計画条例の制定について」は、会議規則第３９条第１項の規定に

より、総務文教委員会に付託したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 
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  よって、議案第２０号については、総務文教委員会に付託することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第２２、議案第２１号「岬町庁舎整備検討委員会条例の制定について」

を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。総務部長、西 啓介君。 

○西総務部長 日程第２２、議案第２１号、岬町庁舎整備検討委員会条例の制定についてをご

説明いたします。 

  提案理由といたしましては、岬町庁舎の整備を検討する岬町庁舎整備検討委員会を設置す

るため、本条例を制定するものでございます。 

  岬町庁舎につきましては、竣工から５０年以上が経過し、施設の老朽化が進み、国が定め

る耐震基準を満たしていないことから、庁舎整備の検討を進めるため検討委員会の設置を行

うものでございます。 

  議案書の裏面をご覧ください。条例は８条で構成しております。 

  第１条は、設置に関する規定で、地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき、執行

機関の附属機関として岬町庁舎整備検討委員会を設置するものでございます。 

  第２条は、所掌事務に関する規定で、委員会は町長の諮問に応じ、岬町庁舎整備に関する

事項について調査及び審議し、その意見を答申するものとします。 

  第３条は、組織に関する規定で、委員会は委員１５人以内で組織し、学識経験を有する者、

住民から公募した者、町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱するものとします。 

  第４条は、任期に関する規定で、委員の任期は第２条に規定する所掌事務が終了するとき

までとします。 

  第５条は、委員長に関する規定で、委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定

めること。委員長は会務を総理すること。委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ

指名する委員が職務を代理することを定めております。 

  第６条は、会議に関する規定で、会議は委員長が招集し、委員長が議長となること。 

  会議は、委員の３分の２以上が出席しなければ開くことができないこと。議事は出席委員

の３分の２以上で決することを定めております。 

  第７条は、意見聴取等に関する規定で、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議

に出席させ、意見を聞き、必要な資料を提供させることができることを定めております。 

  第８条は、委任に関する規定で、条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事
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項は委員長が会議に諮って別に定めることを定めております。 

  附則として、この条例は公布の日から施行すること。最初の会議は町長が招集すること。

委員等の報酬を非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例に他の委員報酬の例に準じ、

委員長には日額７，０００円、委員には日額６，５００円の報酬額を定めております。 

  本件につきましては、総務文教委員会へ付託の予定と伺っております。よろしくご審議の

上、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより、大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。和田勝弘君。 

○和田勝弘議員 総務委員ではないのですけど、簡単なことですけど、この条例は公布の日か

ら施行するとなっているのですけど、大体、これをやっていかないとわからないと思うので

すけど、どのぐらいの予定で最終になるのか、それもしわかっていたら言っていただきたい

のですけど。 

○道工晴久議長 総務部長、西 啓介君。 

○西総務部長 今回の庁舎整備のあり方の検討につきましては、金曜日の一般質問の小川議員

の質問の中でもご答弁させていただきましたが、市町村役場機能緊急保全事業という国の財

政支援を受けることを前提として計画を進めているものでございます。 

  この国の財政支援につきましては、平成３２年度中に実施設計に着手できる事業について

対象となるということになっておりますので、我々としましては、平成３２年度の実施設計

に向けて事業を進めてまいりたいと考えております。 

  なお、基本計画の検討につきましては、今年の１２月ぐらいまでに計画案をまとめたいと

考えております。 

○道工晴久議長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 これで、大綱的質疑を終わります。 

  議案第２１号「岬町庁舎整備検討委員会条例の制定について」は、会議規則第３９条第１

項の規定により、総務文教委員会に付託したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２１号については、総務文教委員会に付託することに決定しました。 

  お諮りいたします。間もなくお昼になりますけども、あと残る議案等を考えまして、副委
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員長ともご相談させていただきましたが、このまま続行したいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 それでは、続行させていただきます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第２３、議案第２２号「岬町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条

例の制定について」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。都市整備部長、家永 淳君。 

○家永都市整備部長 日程第２３、議案第２２号、岬町太陽光発電施設の設置及び管理に関す

る条例の制定についてご説明いたします。 

  提案理由といたしましては、太陽光発電施設の設置及び管理について、地域との共生を図

り、地域住民等の安全な生活と本町の良好な環境の保全に寄与するため、本条例を制定する

ものでございます。 

  議案書裏面が条例案でございますが、説明に当たりましては、あわせて配付させていただ

いております概要版の岬町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例案の概要に基づき、

主な内容をご説明させていただきますので、そちらをご覧ください。 

  １、背景でございますが、太陽光発電施設は山林や傾斜地に設置されるなど、防災上の問

題、環境や景観への悪影響などの不安が拡大しており、また、事前に周辺住民等ヘ周知され

ないまま事業が行われるなどの問題が顕在化しています。 

  このようなことから、本町におきましては地域との共生を図り、地域住民等の安全な生活

と本町の良好な環境の保全に寄与するため、本条例を制定するものでございます。 

  このような背景を踏まえまして、２、条例の目的並びに３、基本理念を第１条関係並びに

第２条関係において定めております。 

  ４、条例の概要でございますが、（１）第３条関係では、対象となる施設を出力の合計が

１０キロワット以上のものと定めております。 

  （２）町、事業者、町民の責務としまして、第４条関係に町の責務を、第５条関係に事業

者の責務を、第６条関係では町民の責務を定めております。 

  （３）第７条関係では、特に配慮が必要と認められる区域を抑制区域として指定すること

を定め、第８条関係では、以降記載のように、第１号、地すべり防止区域から第１１号、そ

の他特に必要と認められる区域までを抑制区域として定めております。 
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  以下、ご参照ください。 

  （４）第９条関係では、町との事前協議を義務づけ、また、（５）第１０条関係では周辺

関係者との調整について定め、（６）第１１条関係では、事業計画の届出を義務づけており

ます。 

  （７）第１２条関係では、太陽光発電施設が地域と共生を図るため、以降記載のように、

（１）周辺地域の景観との調和及び事業区域内の環境の保全に関する事項。（２）設置に係

る防災上の措置に関する事項など、施設の基準を定めております。 

  以下、ご参照を願います。 

  （８）第１３条関係では、工事完了届の提出を義務づけ、また（９）第１４条関係では廃

止の届出を義務づけております。 

  （１０）第１５条関係では、施設の適切な維持管理について定め、（１１）第１６条関係

で、その報告の徴取について定め、維持管理状況の報告または資料の提出を求めることがで

きるとしております。 

  （１２）町による立入調査等につきましては、第１７条関係は立入調査を、第１８条関係

は、指導、助言、勧告を、さらに第１９条関係では、事業者情報等の公表について定め、勧

告に従わない場合、氏名等を公表できるとしております。 

  （１３）第２０条関係は規則への委任について定めております。 

  ５、その他といたしまして、附則第１項で、本条例の施行期日を平成３１年４月１日とし、

第２項、第３項では経過措置として条例の施行日以降の太陽光発電事業に適用すること。た

だし、既に設置または着手しているものについては、施行日時点で関係する規定を適用する

としております。 

  以上が本条例案の概要でございます。 

  本件につきましては、事業委員会に付託の予定と聞き及んでおります。よろしくご審議の

上、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより、大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。竹原伸晃君。 

○竹原伸晃議員 事業委員会に所属しておりませんので、１点お願いします。 

  この条例を制定するにあたって頑張っていただいているのですけども、法的な拘束力とい

うのですか、違反した場合に罰則規定等々がないのかなと見受けられますが、この条例を無

視するような事業者があらわれたら事業が行えないとか、そういうことはないのでしょうか。 
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  実際、どう考えておられるのか、お願いします。 

○道工晴久議長 都市整備部長、家永 淳君。 

○家永都市整備部長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

  罰則規定につきましては、先ほど説明させていただきましたが、氏名の公表まではできる

ということで、町のほうのできる内容として定めさせていただいております。 

  しかしながら、それ以上、どうしても言うことを聞かないというような事業者がもしあら

われたらということでございますが、従来どおり、大阪府、また国と大阪モデルという形で

連携して体制を組んでやっておりますので、最終的には大阪府を通じて経産省へ報告を上げ

させていただいて、強く指導していただけると、そのような形を取れるのかなということで

今回この条例を定めております。 

○道工晴久議長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 ないようですので、これで大綱的質疑を終わります。 

  議案第２２号「岬町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例の制定について」は、会

議規則第３９条第１項の規定により、事業委員会に付託したいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２２号については、事業委員会に付託することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第２４、議案第２３号「非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正について」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。都市整備部長、家永 淳君。 

○家永都市整備部長 日程第２４、議案第２３号、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正についてご説明をさせていただきます。 

  提案理由といたしましては、水門等操作員（操作協力を依頼している地域住民の方々）の

災害時の補償内容の充実を図り、もって、本町の防災責任を果たすため、本条例に所要の改

正を行うものでございます。 

  議案書の裏面と新旧対照表をあわせてご参照ください。 

  条例の改正内容につきましては、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の別表中、
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非常勤嘱託員（水門等操作員）の出動報酬を追加するもので、報酬額は日額２，８００円と

定めるものでございます。 

  なお、附則としまして、この条例は平成３１年４月１日より施行するとするものでござい

ます。 

  本件につきましては、事業委員会に付託の予定と聞き及んでおります。よろしくご審議の

上、議決賜りますようにお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより、大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。 

  これで、大綱的質疑を終わります。 

  議案第２３号「非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」は、

会議規則第３９条第１項の規定により、事業委員会に付託したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２３号については、事業委員会に付託することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第２５、議案第２４号「岬町子ども医療費の助成に関する条例の一部改

正について」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 日程第２５、議案第２４号、岬町子ども医療費の助成に関する条例

の一部改正についてにつきましてご説明いたします。 

  提案理由といたしましては、子どもにかかる医療費の助成について、医療費の助成対象年

齢を拡充することにより一層の子育て支援の充実を図るため、本条例の所要の改正を行うも

のでございます。 

  今回の一部改正の内容といたしましては、子ども医療費について、本年７月から入院及び

通院にかかる医療費の助成を受けることができる年齢を１５歳に達する日以後における最初

の３月末日から、１８歳に達する日以後における最初の３月末日までに引き上げるもので、

それに関する条項を改正するものでございます。 
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  それでは、改正案についてご説明いたします。 

  議案書裏面及び新旧対照表をご参照願います。 

  第２条第１項中、「満１５歳」を「満１８歳」に改めるものでございます。 

  続いて、附則といたしまして、本条例は平成３１年７月１日から施行し、経過措置といた

しまして、改正後の本条例の規定については、施行の日以後にかかる医療費について適用し、

施行日前にかかる医療費については従前の例によるものでございます。 

  以上が、岬町子ども医療費の助成に関する条例の一部改正についての内容でございます。 

  本件につきましては、厚生委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、

議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより、大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。 

  これで、大綱的質疑を終わります。 

  議案第２４号「岬町子ども医療費の助成に関する条例の一部改正について」は、会議規則

第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２４号については、厚生委員会に付託することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第２６、議案第２５号「岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例

の一部改正について」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 日程第２６、議案第２５号、岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関

する条例の一部改正についてご説明いたします。 

  提案理由といたしましては、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法

等の一部を改正する法律の施行に伴う、児童扶養手当法施行規則の改正に伴い、本条例に所

要の改正を行うものでございます。 

  改正の主な内容につきましては、児童扶養手当の支払い回数が本年１１月支払い分より年
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３回から年６回に変更されることに伴い、児童扶養手当の改定時期を８月から１１月に変更

されることにより、受給資格者の所得について、１月から９月までの間に認定請求するもの

は前々年の所得で確認することとされましたので、本条例において同様の改正を行うもので

ございます。 

  また、字句等の調整が必要となったものについても改正を行うものでございます。 

  それでは、改正案についてご説明させていただきます。 

  議案書裏面及び新旧対照表をご参照願います。 

  第２条第２項第２号中の「被保険者（日雇特例被保険者を含む。以下同じ。）」を「被保

険者」に。 

  第２条の２の見出し中「所得の制限」を「所得制限」に、同条第１項第１号中「各年の１

月から６月まで」を「各年の１月から９月まで」に、この部分が先ほど主な内容で説明した

箇所でございます。 

  同条第４項中の「規則で定める所得の額の計算方法」を「、規則で定める所得の額の計算

方法」に。 

  第３条第１項中の「支給する」を「助成する」に、同条第２項第１号中「受けることがで

きるとき」を「受けることができるとき。」に、同項第２号中の「定款をもって給付が行わ

れたとき」を「定款等をもって給付が行われたとき。」に、同条第３項中の「特に必要と認

めるとき」を「特別の理由があると認めるとき」に、第５条の見出し中の「開始」を「適

用」に、同条第１項中「支給」を「助成」に、第６条（見出しを含む。）中「医療証等」を

「医療証」に、第８条中「偽りその他不正の手段により助成」を「偽りその他不正の手段に

より医療費の助成」に、第９条第２項中「貸し付けてはならない」を「貸与してはならな

い」にそれぞれ改め、第１０条第１項中の「その旨を」を削り、第１１条中の「文書の提示

又は必要な事項の報告」を「又は文書の提示若しくは必要な事項の報告」に、第１４条中の

「規則で定める」を「、規則で定める」にそれぞれ改めるものでございます。 

  続いて、附則といたしましては、施行期日を平成３１年７月１日からとし、経過措置とい

たしましては、第２条の２の規定中、施行日から平成３１年９月３０日までの間は、平成２

９年中の所得により確認することから、同号中「同一生計配偶者」とあるものは改正前の

「控除対象配偶者」とすることといたしております。 

  以上が、岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正の内容でございます。 

  本件につきましては、厚生委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、
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議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより、大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。 

  これで、大綱的質疑を終わります。 

  議案第２５号「岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正について」は、

会議規則第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２５号については、厚生委員会に付託することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第２７、議案第２６号「岬町介護保険条例の一部改正について」を議題

とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。しあわせ創造部長、松井清幸君。 

○松井しあわせ創造部長 日程第２７、議案第２６号、岬町介護保険条例の一部改正について

につきましてご説明いたします。 

  提案理由といたしましては、介護保険法施行令の改正及び介護保険法に定める第１号保険

料の低所得者軽減強化並びに普通徴収にかかる端数調整を行う月を変更するため、本条例に

所要の改正を行うものでございます。 

  それでは、改正案につきましてご説明いたします。 

  議案書裏面及び新旧対照表をご参照願います。また、別紙介護保険料（案）を添付してい

ますので、あわせてご参照願います。 

  第５条第１項第６号ア中の「令第３８条第４項」を「令第２２条の２第２項」に改めてお

ります。これは、介護保険法施行令の改正によるものでございます。 

  続いて、同条第２項では、低所得者の介護保険料の軽減賦課にかかる保険料を掲載してお

ります。 

  添付の介護保険料（案）をご参照ください。 

  第１段階から第３段階の低所得者の方の保険料を軽減しております。 
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  第１段階は、基準額に０．４５を乗じた３万２，４００円から、基準額に０．３７５を乗

じた２万７，０００円に。 

  第２段階は、基準額に０．６を乗じた４万３，２００円から基準額に０．４７５を乗じた

３万４，２００円に。 

  第３段階は、基準額に０．７５を乗じた５万４，０００円から基準額に０．７２５を乗じ

た５万２，２００円にそれぞれ軽減するものでございます。 

  次に、第８条第４項においては、介護保険料の普通徴収にかかる端数調整月を７月から６

月に変更を行うものでございます。 

  変更の理由といたしましては、保険料の本算定を７月から６月に１カ月早め、保険料を通

知するための改正でございます。 

  続いて、附則といたしましては、施行期日を平成３１年４月１日とするとともに、第５条

第１項の規定は介護保険法施行令の改正の期日日と同じく平成３０年８月１日から適用し、

また同条第２項から第４項の規定は、公布の日から起算して３月を超えない範囲において規

則で定める日から施行するものでございます。 

  続いて、経過措置といたしましては、この条例による改正後の第５条第２項の規定は、平

成３１年度分の保険料から適用し、平成３０年度以前の年度分の保険料については、なお従

前の例によるものとしております。 

  以上が、岬町介護保険条例の一部改正の内容でございます。 

  本件につきましては、厚生委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、

議決賜りますようお願い申し上げます。 

○道工晴久議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより、大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。 

  これで、大綱的質疑を終わります。 

  議案第２６号「岬町介護保険条例の一部改正について」は、会議規則第３９条第１項の規

定により、厚生委員会に付託したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○道工晴久議長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２６号については、厚生委員会に付託することに決定しました。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○道工晴久議長 日程第２８、報告第１号「専決処分の報告について（損害賠償額の決定）」

の報告を求めます。 

  教育次長、澤 憲一君。 

○澤教育次長 日程第２８、報告第１号、専決処分の報告について（損害賠償額の決定）につ

いてご説明させていただきます。 

  本件は、地方自治法第１８０条第１項の規定により、専決処分を行いましたので、同条第

２項の規定により報告するものでございます。 

  裏面の専決処分をご覧ください。 

  事故発生日時は、平成３０年９月４日（火）午後２時４０分ごろ。 

事故発生場所は、大阪府泉南郡岬町深日３０１０番地１３。 

  損害賠償及び和解の相手方は、同所同番地、中出雅治氏であります。 

  事故の概要ですが、台風２１号の強風により、岬中学校校舎の屋根材が飛散し、相手方宅

敷地に駐車中の車両を直撃し、損傷を与えたものであります。 

  損害賠償の額は対物損害賠償として６万７，５１４円であります。 

  損害賠償の内容といたしましては、損傷した車両の修理代でございます。 

  なお、損害賠償額につきましては、全国町村会総合賠償補償保険から相手方に全額支出さ

れることになっております。 

  本件につきましては、町長の専決処分事項に該当するため、平成３１年１月１７日に専決

処分を行ったものでございます。 

  今後におきましても、学校施設の維持管理に努め、事故発生の防止に努めてまいりますの

でよろしくお願いいたします。 

○道工晴久議長 教育次長からの報告が終わりました。 

  ただいまから質疑をお受けいたします。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○道工晴久議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これをもって報告第１号「専決処分の報告について（損害賠償額の決定）」の件を終わり

ます。 

  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

  本日はこれで散会します。 
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  各常任委員さんには、委員会付託分の審議についてよろしくお願いをいたします。 

  次の会議は、３月２６日の全員協議会終了後に会議を開きますので、ご参集ください。 

  どうもご苦労様でございました。 

（午後 ０時２０分 散会） 
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